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北茨城市心身障害者福祉センター指定管理者募集要項 

 
北茨城市心身障害者第一福祉センター及び北茨城市心身障害者第二福祉センターの管理運営

業務を効果的かつ効率的に行うため、北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する

条例第５条の２の規定に基づき、施設を管理する（両施設を一括して管理する）、指定管理者（管

理運営を実施する法人その他の団体）を募集します。 
 
１　対象施設の概要 

（１）　名　称　　北茨城市心身障害者第一福祉センター（以下「第一福祉センター」という。） 
北茨城市心身障害者第二福祉センター（以下「第二福祉センター」という。） 

（２）　所在地　　第一福祉センター　　北茨城市華川町臼場 187 番地の 27 
　　　　　　　　第二福祉センター　　北茨城市華川町下小津田 797 番地の 1 

（３）　施設の目的　 
市内に居住する心身障害者の社会適応訓練事業を行い、心身障害者の福祉の増進を図る

ことを目的とする。 
（４）　施設概要 

　○　第一福祉センター 
ア　敷地面積　　　２，２４７㎡ 
イ　延床面積　　　３２６.５５㎡ 
ウ　構造　　　　　鉄筋コンクリート平屋建 
エ　施設の内容　　会議室　６６.５０㎡　　会議室（和室）２１.８２㎡ 

　　　　　　　　作業訓練室　４５.００㎡　　機能訓練室　４５.００㎡ 
　　　　　　　　事務室　２４.００㎡　　陶芸窯　９.９０㎡ 

オ　設置年月日　　昭和５８年４月１日 
カ　開館時間　　　午前９時から午後４時３０分まで 
キ　休館日　　　　土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号に規定する休日並びに年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 
ク　定員　　　　　２０名（指定管理の期間内に定員増の可能性あり） 

 
　○　第二福祉センター 

ア　敷地面積　　　３，３１４㎡ 
イ　延床面積　　　３６５.４㎡ 
ウ　構造　　　　　木造平屋建 
エ　施設の内容　　会議室　３４.８０㎡　　会議室（和室）２０.７０㎡ 

　　　　　　　　作業訓練室　６６.２０㎡　　機能訓練室　４０.６０㎡ 
　　　　　　　　事務室　１５.７０㎡　　相談室　９.９０㎡ 

オ　設置年月日　　平成６年４月１日 
カ　開館時間　　　午前９時から午後４時３０分まで 
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キ　休館日　　　　土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178
号に規定する休日並びに年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 

ク　定員　　　　　２０名（指定管理の期間内に定員増の可能性あり） 
 
（５）　利用者数、利用料金収入、指定管理料の実績 

※　指定管理料は、施設の管理運営経費として市が指定管理者に対して支払った額 

 
２　申請資格 

（１）　法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は法人等のグループであること。 

（２）　法人等又はその代表者が次に該当しないこと。 

ア　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの。 

（一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復

権を得ないもの） 

イ　北茨城市から指名停止措置を受けているもの。 

ウ　市税、法人税、消費税等を滞納しているもの。 

エ　会社更生法第１７条、民事再生法第２１条の規定による更生又は再生手続を開始し

ているもの。 

オ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。） 

カ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体等 

キ　暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を

役員に含む団体等 

（３）　「11　募集及び選定の日程」に掲げる現地説明会に参加したもの。ただし、現在の指定

管理者を除く。 

（４）　消防法第 8 条の規定に基づく「防火管理者」を配置できること。 

（５）　グループで申請する場合、次の事項に留意すること。 

　　　ア　複数の法人等がグループで申請する場合は、代表する法人等を定めること。 

　　　イ　単独で申請した法人等は、同一施設への申請においてグループ申請の構成員になるこ

とはできないこと。 

　　　ウ　同一施設への申請について、複数のグループにおいて同時に構成員になることはでき

ないこと。 

 

３　指定管理者に行わせる業務の範囲 

（１）　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障　　

 年度 令和６年度 令和７年度

 施設利用者数（人） 5,472 5,673

 利用料金収入（円） 　　　　　　　　0 　　　　　　　　0

 指定管理料（円） 51,885,000 53,437,000
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害者手帳の交付を受けている者、また知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１

２条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所及び児童福祉法（昭

和２４年法律第１６４号）第１５条に規定する児童相談所において、知的障害者と判定さ

れた者で、市長が利用を決定した者に次の業務を行う。 
　　ア　機能回復訓練の実施 
　　イ　軽易な作業訓練のための技術援助及び指導 
　　ウ　日常生活面における社会適応訓練 
　　エ　更生療育相談の実施 
　　オ　教養の向上及び社会適応に必要な各種講習会等の実施 
　　カ　その他心身障害者の福祉の増進を図るため必要とする事業 
　　キ　利用者の送迎 

（２）　心身障害者福祉センターの維持管理に関する業務 
①　施設の運営に関すること 
　ア　職員の雇用等に関すること 

②　施設及び設備の維持管理に関すること 
　ア　消防設備関係 
　イ　警備関係 
　ウ　保険関係 
　エ　設備及び備品関係 
　オ　物品の管理等 

（３）　その他、北茨城市が必要と認める業務 
※　なお、業務の詳細は、別紙「北茨城市心身障害者福祉センター施設指定管理者業務仕

様書」のとおりとします。 
 
４　選定の基準 

（１）　施設の運営において利用者の平等な利用を確保されるものであること。 

（２）　施設の効用を最大限に発揮させるとともに当該施設の管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること。 

（３）　施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する者であること。 

（４）　施設の管理運営において計画的かつ積極的であること。 

 
５　選定方法 

指定管理者候補者の選定については、北茨城市公の施設の指定管理者選定審議会（以下「審

議会」という。）の答申を受け、市長が決定します。 

審議会では、提出された指定申請書により、また、必要に応じて面接を行い、別紙「北茨城

市指定候補者審査項目」に基づき審査を行います。 

候補者の選定結果は、申請を行ったすべてのものに通知いたします。 

なお、指定管理者の候補者は、市議会の議決を経て指定管理者として指定されます。 

※「第一福祉センター・第二福祉センター」を一括して選定します。 
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６　指定管理者に管理を行わせる期間 

　　令和９年４月１日から令和１５年３月３１日まで（６年間） 
 
７　経費に関する事項 

（１）　指定管理料（市が指定管理者に支払う業務の実施に関する対価）は、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）毎に支払います。 
なお、具体的な支払い方法は、別途締結する協定により定めます。 

（２）　指定管理料、利用料金収入額及び自主事業による収入額の合計額が業務の実施に要した

費用の額に達しない場合であってもその差額は補填しません。 
（３）　指定管理料及び自主事業による収入額の合計額が業務の実施に要した費用の額を上回っ

た場合は、指定管理者の収入となります。 

（４）　市が支払う指定管理料には、次の費用を含むものとします。 
ア　人件費（職員及びアルバイト賃金、社会保険料　等） 
イ　管理費（修繕費、保険料、光熱水費、清掃等の委託料、設備保全費用　等） 
ウ　事務費（消耗品費、印刷製本費、通信費等） 

（５）　自主事業の実施に要する費用は、市が支払う指定管理料には含まないものとします。 
 
８　業務の一括委託の禁止（再委託の禁止） 

本事業を、一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。管理運営上委託を行

う業務については、事業計画書（別紙１）に記載するとともに、事業収支予算書（別紙２－１、

２－２）に必要な委託料を計上してください。 
 

９　協定の締結 

（１）　北茨城市と指定管理者は、業務を実施するうえで必要となる詳細事項について協議を行

い、合意した事項について協定を締結することとします。 
（２）　指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、

協定を締結しないことがあります。 
ア　正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 
イ　財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 
ウ　著しく社会的信用を損なう等、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 
10　市と指定管理者との責任分担 

市と指定管理者との責任分担は、原則として次に掲げるとおりとします。 
なお、詳細については、市と指定管理者が締結する協定で定めることとします。 

 
項　　　　　　　　　　　目

責任の分担

 市 指定管理者

 
施設の設備の損傷

事故・火災・自然災害等によるもの 協議事項

 施設等の管理上の瑕疵によるもの ○
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※　協議事項については、事案の原因ごとに判断します。ただし、第一次責任は、指定管理者

が有するものとします。 
※　修繕とは、建築物及び設備の老朽若しくは損傷部分又は機能の性能若しくは機能を実用上

支障のない状態まで回復させることをいい、大規模修繕とは、資産価値の向上又は耐用年数

の延長につながるものをいいます。 
※　施設の管理運営業務の遂行にあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により北茨城市又

は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただくこととなります。又、損害賠

償に対処できるような賠償資力を確保するため、適切な保険等に加入していただきます。 
　※　指定避難所に指定されていますので、災害発生時には優先的に使用することがあり、その

場合において指定管理者は協力に応じなければなりません。避難所等の運営を想定した役割

や費用分担等については別途協議の上、対応することとします。 
 

11　募集及び選定の日程 

指定管理者の募集及び選定は、次の日程により行います。 

ただし、選定審議会以降の日程は、予定です。 
（１）　募集要項の配布 

令和８年７月１日（水）から同年７月１７日（金）まで 
（ただし、午前９時から午後５時までとし、土・日・祝祭日を除く。） 

（２）　現地説明会 
ア　日　　時　令和８年７月２２日（水）午前１０時から 
イ　集合場所　第一福祉センター 
ウ　申込方法　　現地説明会参加申込書（別紙３）により、電子メール又はＦＡＸで令

和８年７月２１日（火）までに下記「13　申請書類の提出先及び提出方

法」に記載する提出先に申し込んでください。 
エ　そ の 他　　現在の指定管理者を除き、指定管理者の指定を受けようとするものは、

必ず参加してください。 
（３）　質問の受付 

 
施設利用者等への 
損害賠償

施設等の管理上の瑕疵によるもの ○

 上記以外のもの 協議事項

 
施設・設備の改良 
及び修繕等

消耗品の交換、施設の修繕 ○

 施設の構造の改良及び大規模修繕又は設

備の改良及び大規模修繕
○

 
物価・最低賃金・金利の変動 協議事項

 
一般的な税制変更（消費税率の変更を除く） ○

 施設利用者等と指定管理者間の紛争の解決 ○

 火災保険等（建物総合損害共済）への加入 ○
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令和８年７月２３日（木）から同年７月２７日（月）まで 
指定管理者募集に関する質問書（別紙４）により電子メール又はＦＡＸで下記「13　申

請書類の提出先及び提出方法」に記載する提出先に送信してください。 
（４）　質問への回答 

令和８年７月３０日（木）までに市ホームページに回答を掲載します。 
（５）　申請書の受付期間 

令和８年８月４日（火）から同年８月１０日（月）まで 
（ただし、午前９時から午後５時までとし、土・日・祝祭日を除く。） 

（６）　選定審議会の開催予定 
令和８年９月～１０月 

（７）　選定結果の通知予定 
令和８年１０月～１１月 

（８）　指定管理者の指定 
北茨城市議会令和５年第４回定例会に提案し、議決後に指定管理者として指定します。 

（９）　協定書の締結 
令和９年３月末まで 

 
12　申請書類 

（１）　指定管理者指定申請書（条例施行規則様式第１号） 

（２）　添付書類 

ア　定款、寄付行為、規約その他指定管理者申請を行うものの目的、組織及び運営方法を

示す書類 

イ　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

ウ　申請資格を有していることを証する書類 

エ　管理運営に係る事業計画書（別紙１） 

オ　収支予算書（別紙２－１、２－２） 

カ　経営状況を説明する過去２年分の書類 

キ　グループによる応募の場合は、グループを構成することを示す書類 

ク　グループによる応募の場合は、グループを構成するすべてのものに関する上記ア、

イの書類 

ケ　その他市長が必要と認める書類 

 
13　申請書類の提出先及び提出方法 

（１）　提出先 

北茨城市市民福祉部社会福祉課　障がい地域福祉係 

住　所　北茨城市磯原町磯原１６３０ 

電　話　０２９３－４３－１１１１（内線１３８） 

ＦＡＸ　０２９３－４３－６１５５ 

メール　syakai@city.kitaibaraki.lg.jp 

（２）　提出方法 
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上記「11　募集及び選定の日程｣に記載する受付期間内に持参又は郵送等により提出し

てください。 

（３）　その他 

ア　申請書類は、正本１部、副本１４部を提出してください。 

イ　申請書類は、原則としてＡ４版縦型とし、「12　申請書類」に掲げる順に左綴じ(ファ

イル可）し、右端上部から順にインデックスで書類名を示してください。 

ウ　申請書類は、返却しません。 

エ　申請に係る費用については、全額申請者の負担とします。 

オ　申請書類の提出期限後の差し替え及び再提出は認めません。 

 

14　その他 

（１）　申請書類等に虚偽の記載があった場合には、失格とします。 
（２）　応募者名及び提出された申請書類等は、公表する場合があります。 
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【別紙　北茨城市指定候補者審査項目】 

 １　利用者の平等な利用の確保

 ２　施設の効用を最大限に発揮するもの、経費の縮減

 （１） 施設の設置目的との整合性

 （２） 利用者に対するサービスの向上の方法

 （３） 利用者の増加を図るための方法

 （４） 市・地域等との連携の方法

 （５） 管理経費削減のための方法

 （６） 提示金額

 （７） 開館時間・休館日設定の考え方

 （８） 施設・設備の維持管理に対する考え方

 （９） 再委託の考え方

 ３　管理を安定して行う、物的・人的能力

 （１） 指定管理者に応募する理由

 （２） 申請団体の経営状況

 （３） 申請団体の類似施設の運営実績（申請者の専門性）

 （４） 緊急時の対応策

 （５） 事件・事故等の防犯・防災対策

 （６） 個人情報保護対策

 （７） 苦情等の対応方法

 （８） 利用者の要望の把握方法

 （９） 施設の管理体制

 （10） 管理運営に必要な人員配置計画

 （11） 管理運営に必要な人材育成・研修計画

 ４　管理運営においての計画性

 （１） 施設運営の計画

 （２） 適正な収支計画


